
   令和２年度弘前市介護福祉施設等安全対策事業費補助金交付要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 市は、介護福祉施設及び障がい福祉関連施設（以下「介護福祉施設等」とい
う。）が行う新型コロナウイルス感染症感染防止安全対策事業及び介護福祉施設等
職員感染予防事業（以下「補助事業」という。）を支援し、もって安全な福祉サー
ビスの提供により当市の福祉の増進を図るため、令和２年度予算の範囲内において、
介護福祉施設等安全対策事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するもの
とし、その交付については、弘前市補助金等交付規則（平成１８年弘前市規則第５
７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ
る。 

 （定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
めるところによる。 

 (1) 介護福祉施設 市内に存する次に掲げる施設をいう。 
  ア 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護老人福祉施設、介護

老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院又は居宅サービス事業（通所
介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を行
う事業に限る。）、地域密着型サービス事業（地域密着型通所介護、認知症対
応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護又は複合
型サービス（訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスに
限る。）を行う事業に限る。）若しくは地域支援事業（第一号通所事業に限る。）
の用に供する施設 

  イ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する養護老人ホーム、軽費
老人ホーム及び有料老人ホーム 

  ウ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）に規定す
るサービス付き高齢者向け住宅 

(2) 障がい福祉関連施設 市内に存する次に掲げる施設をいう。 
ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する児童発達支援、放課後
等デイサービス及び障害児相談支援の事業の用に供する施設 

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年
法律第１２３号）に規定する地域活動支援センター及び障害福祉サービス事業
（生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同
生活援助を行う事業に限る。）、一般相談支援事業又は特定相談支援事業の用
に供する施設 

(3) 新型コロナウイルス感染症感染防止安全対策事業 介護福祉施設等において、
新型コロナウイルス感染症防止対策のための備品、消耗品等の購入等を行う事業
をいう。 

(4) 介護福祉施設等職員感染予防事業 新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的
として、介護福祉施設等の職員を予防的にホテル等の市内の宿泊施設に宿泊させ
る事業をいう。 

(5) 備品 機械、器具その他の物品をいう。 
 （補助事業者） 
第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、介護福祉
施設等を運営する法人とする。 

 （補助対象経費） 
第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助
事業者が補助事業を実施するために必要な経費であって、次に掲げる事業の区分に
応じ、当該各号に定めるものとする。 

  (1) 新型コロナウイルス感染症感染防止安全対策事業 次に掲げる経費 
ア 消耗品費 



イ 手数料 
ウ 賃借料 
エ 備品購入費 
オ その他市長が必要と認める経費  

 (2) 介護福祉施設等職員感染予防事業 介護福祉施設等の職員が市内宿泊施設を利
用する際に補助事業者が負担した宿泊料 

 （補助金の額） 
第５条 補助金の額は、補助事業を実施する介護福祉施設等１施設につき、次の各号

に掲げる額の合計額から市以外の者から交付される補助金、寄付金その他の収入
を控除した額又は３００，０００円のいずれか少ない額以内の額とする。 

 (1) 新型コロナウイルス感染症感染防止安全対策事業に要した補助対象経費の実支
出額の合計額 

(2) 介護福祉施設等職員感染予防事業に要した補助対象経費の実支出額（１泊６，
０００円を超える宿泊に係る実支出額がある場合は１泊６，０００円）の合計額 

 （交付申請及び実績報告） 
第６条 規則第３条の補助金等交付申請書は、令和２年度弘前市介護福祉施設等安全
対策事業費補助金交付申請書兼請求書（様式第１号以下「申請書兼請求書」という。）
とする。 

２ 前項の申請書兼請求書に添付する書類は、次のとおりとする。 
 (1) 実績報告書（様式第２号） 
 (2) 補助対象経費の支払実績を証明するものの写し 
３ 市長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 
４ 補助金の交付を申請しようとする補助事業者は、令和３年１月２９日までに、申
請書兼請求書を市長に提出しなければならない。 

５ 補助事業者は、補助事業を実施した介護福祉施設等について補助金の申請及びそ
の手続を一括して行うものとする。 

６ 補助事業者は、補助事業を実施した施設ごとに第２項の添付書類を提出するもの
とする。 

７ 第１項の申請に当たっては、補助事業を実施するために必要な経費から消費税及
び地方消費税は差し引いた額で申請するものとする。 

８ 第１項に規定する申請書兼請求書の内容が適正と認められる場合、申請書兼請求
書の提出をもって規則第１２条の補助事業等実績報告書による報告がなされたもの
とみなす。 

 （交付の条件） 
第７条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定を受けた場合において、規則第５条
の規定により付された条件とする。 
 (1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した備品については、補助事業の完了 

後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運 
用を図ること。 

(2) 規則第２０条の規定により市長の承認を受けて備品を処分することにより収入
があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

 （交付決定及び確定通知） 
第８条 規則第６条の補助金等交付決定通知書及び規則第１３条の補助金等交付額確
定通知書は、令和２年度介護福祉施設等安全対策事業費補助金交付決定及び額確定
通知書（様式第３号）とする。 

 （財産の管理及び処分） 
第９条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した備品についての
台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 規則第２０条ただし書の市長が定める期間は、補助事業等により取得し、又は効
用の増加した財産の処分制限期間（平成２０年厚生労働省告示第３８４号）別表に
規定する処分制限期間（以下「処分制限期間」という。）を経過するまでの期間と



する。 
３ 規則第２０条第２号の市長が定めるものは、補助金により取得した備品のうち取
得価格（取得に要した費用から消費税及び地方消費税を控除した額をいう。以下同
じ。）が３００，０００円以上のものとする。 

 （補助金の交付） 
第１０条 市長は、規則第６条及び第１３条の規定により通知をしたときは、第６条
第１項に規定する申請書兼請求書を受けた日から起算して３０日以内に口座振替に
より補助金を交付する。 

 （帳簿等の保管） 
第１１条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の費用の収支の内容を証する
書類並びに補助事業の実績を証する書類を、令和８年３月３１日（取得価格が３０
０，０００円以上の備品がある場合は、同日、当該備品の処分が完了する日又は処
分制限期間を経過する日のいずれか最も遅い日）まで保管しなければならない。 

 （委任） 
第１２条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定
める。 

 
   附 則 
 この要綱は、告示の日から施行し、令和２年度の補助事業について適用する。 
 


